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文　化

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
関
連
行
事
に

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い

■
安
美
展
第　

回
記
念

６０

　
「
グ
リ
ー
ン
リ
ボ
ン
賞
受
賞
者
展
」

�
�
�
�
�
�

�
�
��
�
�
��

�
�
�
�
�
�

�
��
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
��
���

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�	


�
�

�
�
�

●
と
き　
　

月　

日�
〜
来
年
２
月
１
日

１２

１３

�
　

※
毎
週
月
曜
日
、　

月　

日�
、　

１２

２４

１２

月　

日�
〜
来
年
１
月
５
日�
、
１
月　

２８

１３

日�
は
休
館
（　

月　

日�
、
１
月　

日

１２

２３

１２

�
は
開
館
）。

●
と
こ
ろ　

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

■
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
開
館
記
念
講
演
会

　
「
私
の
書
道
入
門
」
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●
と
き　
　

月　

日�
午
後
２
時

１２

１４

●
と
こ
ろ　

歴
史
博
物
館
講
座
室

●
講
師　

戸
田 
提
山 
氏
（
書
家
）

�
�
�
�

●
定
員　
　

人
８０

■
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
美
術
講
座

　

受
講
者
募
集

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

●
と
き　
　

月　

日
・　

日
、
来
年
１
月

１２

１３

２０

　

日
・　

日
・　

日
、
２
月
７
日
・　

日
・

１０

１７

２４

１４

　

日
、
３
月　

日
・　

日
い
ず
れ
も
土
曜

２８

１３

２０

日
の
午
前　

時
〜
正
午
（
全　

回
）

１０

１０

●
と
こ
ろ　

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

●
講
師　

加
藤 
茂  
外  
次 
（
版
画
家
）

�
�
�
�
�

●
対
象　
　

歳
以
上
（
中
学
生
を
除
く
）

１５

の
初
心
者

●
定
員　
　

人
（
応
募
者
多
数
の
場
合
は

１５

抽
せ
ん
）

●
参
加
費　

１
万
円
と
材
料
費
１
０
０
０

円
程
度

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

は
が
き
に

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
明
記

し
、　

月
６
日�
ま
で
に
市
民
ギ
ャ
ラ
リ

１２

ー
美
術
講
座
受
講
者
募
集
係
（
〒　
�
０

４４６

０
２
６
安
城
市
安
城
町
城
堀　

）
へ
郵
送

３０

※
応
募
は
が
き
１
枚
つ
き
１
人
ま
で
と
し

ま
す
。問

い
合
わ
せ
▼
文
化
芸
術
課

（
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
内
／

�
〈　

〉６
８
５
３
）

７７

　

「
ヘ
ル
ス
メ
イ
ト
」
と
は
、「
わ
た

し
た
ち
の
健
康
は
わ
た
し
た
ち
の
手

で
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
食
生
活
を

中
心
と
し
た
健
康
づ
く
り
に
関
す
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
す
る
食
生
活

改
善
推
進
員
の
愛
称
で
す
。

　

受
講
後
は
「
安
城
市
食
生
活
改
善

協
議
会
」
に
入
会
し
、
食
生
活
な
ど

に
つ
い
て
の
勉
強
を
重
ね
な
が
ら
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

●
と
き　

来
年
１
月　

日�
・　

日

１５

２９

�
、
２
月
５
日�
・　

日�
・　

日

１３

１８

�
・　

日�
、
３
月
５
日�
・　

日

２６

１２

�
・　

日�
の
午
前
９
時
〜
午
後
４

１９

時
ご
ろ
（
全
９
回
）

●
と
こ
ろ　

市
保
健
セ
ン
タ
ー

●
内
容　

医
師
、
管
理
栄
養
士
、
歯

科
衛
生
士
、
運
動
指
導
員
、
ヘ
ル
ス

メ
イ
ト
な
ど
に
よ
る
健
康
づ
く
り
と

食
生
活
に
関
す
る
講
義
演
習
、
調
理

実
習
、
交
流
会
な
ど

●
定
員　
　

人
（
先
着
順
）

２０

●
参
加
費　

３
１
０
０
円
（
テ
キ
ス

ト
代
及
び
実
習
材
料
費
）

●
申
し
込
み
・
問
い
あ
わ
せ　
　

月
１２

２
日�
午
前
９
時
〜
来
年
１
月
９
日

�
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年

始
を
除
く
）
に
健
康
課
（
同
セ
ン
タ

ー
内
／
（�
〈　

〉１
１
３
３
）
へ

７６

ヘ
ル
ス
メ
イ
ト
養
成
講
座

受
講
者
募
集

　

施
設
利
用
料　

円
の
み
で
参
加
で

５００

き
ま
す
。
ま
た
、
各
教
室
終
了
後
、

そ
の
ま
ま
施
設
を
利
用
で
き
ま
す
。

　
　

月　

日�
午
前
９
時
か
ら
市
ス

１２

１３

ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
で
受
け
付
け
ま
す

（
電
話
で
も
可
）。

�
プ
ー
ル�

■
ダ
イ
エ
ッ
ト
水
中
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

●
と
き　

来
年
１
月　

日�
・　

日

２０

２７

�
の
午
後
３
時
〜
４
時
・
午
後
７
時

〜
８
時

●
内
容　

水
中
で
の
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

の
方
法
を
楽
し
く
学
び
ま
す
。
ダ
イ

エ
ッ
ト
効
果
も
抜
群

●
定
員　

各　

人
（
先
着
順
）

１５

●
持
ち
物　

水
着
、
水
泳
帽

�
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム�

　

室
内
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ー
ス
で
、
ウ

オ
ー
キ
ン
グ
・
ジ
ョ
ギ
ン
グ
の
初
心

者
向
け
の
指
導
を
し
ま
す
。
室
内
用

シ
ュ
ー
ズ
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ウ
ェ
ア

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
教
室

●
と
き　

来
年
１
月
６
日�
午
前　
１０

時　

分
〜　

時　

分

３０

１１

３０

●
定
員　
　

人
（
先
着
順
）

１０

■
ジ
ョ
ギ
ン
グ
教
室

●
と
き　

来
年
１
月　

日�
午
前　

２１

１０

時　

分
〜　

時　

分

３０

１１

３０

●
定
員　
　

人
（
先
着
順
）

１０

問
い
合
わ
せ
▼
同
セ
ン
タ
ー
（�

〈　

〉３
５
４
５
）

７５ 市
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
で

初
心
者
向
け
教
室
を
開
催
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　税

所
得
控
除
を
受
け
る
皆
さ
ん
へ

年
末
調
整
の
手
続
き
は
済
ん
で
い
ま
す
か
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●
社
会
保
険
料
控
除
・
小
規
模
企
業
共
済

等
掛
金
控
除
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●
生
命
保
険
料
控
除
・
損
害
保
険
料
控
除
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●
扶
養
控
除
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●
配
偶
者
特
別
控
除
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●
住
宅
取
得
・
借
入
金
等
特
別
控
除
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問
い
合
わ
せ
▼
市
税
課
、

刈
谷
税
務
署
（�
〈　

〉６
２
１
１
）

２１

　

昔
、
こ
ん
な
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
が

あ
り
ま
し
た
。
歌
の
主
人
公
は
、「
ヨ

ッ
パ
ラ
イ
運
転
で
〜　

天
国
に
逝
っ

た
」
の
で
し
た
。
当
時
、
ヨ
ッ
パ
ラ

イ
運
転
は
「
死
ん
じ
ま
う
」
こ
と
の

代
名
詞
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

今
も
ま
っ
た
く
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

年
末
年
始
が
近
づ
き
、
忘
年
会
、

新
年
会
と
、
お
酒
を
飲
む
機
会
も
増

え
て
き
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
、
絶
対

し
て
は
い
け
な
い
の
が
ヨ
ッ
パ
ラ
イ

運
転
。
ア
ル
コ
ー
ル
は
、
理
性
を
ま

ひ
さ
せ
、
判
断
力
、
操
作
能
力
を
低

下
さ
せ
ま
す
。
そ
ん
な
状
態
で
運
転

す
れ
ば
、
交
通
事
故
に
な
ら
な
い
わ

け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
お
酒
を

飲
む
人
は
理
解
し
て
い
る
は
ず
で
す

が
、
飲
ん
だ
直
後
は
酔
っ
て
い
な
く

て
も
、
時
間
と
と
も
に
酔
い
が
回
る

の
で
、
運
転
し
て
い
る
う
ち
に
ど
ん

ど
ん
危
険
回
避
能
力
は
低
下
し
て
い

き
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
ん
な
に

少
量
で
も
お
酒
を
飲
ん
だ
ら
車
を
運

転
し
な
い
こ
と
、
車
の
運
転
を
す
る

な
ら
絶
対
に
お
酒
を
飲
ま
な
い
こ
と
、

運
転
す
る
人
に
お
酒
を
す
す
め
な
い

こ
と
を
必
ず
守
り
ま
し
ょ
う
。

　

昨
年
６
月
に
は
道
路
交
通
法
が
改

正
さ
れ
、
ヨ
ッ
パ
ラ
イ
運
転
の
罰
則

が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

酒
気
帯
び
運
転
は
、
１
年
以
下
の
懲

役
ま
た
は　

万
円
以
下
の
罰
金
、
酒

３０

酔
い
運
転
は
、
３
年
以
下
の
懲
役
ま

た
は　

万
円
以
下
の
罰
金
と
な
り
ま

５０

し
た
。
そ
れ
で
も
、
昨
年
１
年
間
に

全
国
で
発
生
し
た
交
通
死
亡
事
故
７

３
２
４
件
の
う
ち
、
１
割
以
上
に
あ

た
る　

件
は
、
ヨ
ッ
パ
ラ
イ
運
転
が

９９７

原
因
な
の
で
す
。

　

交
通
事
故
を
起
こ
し
た
人
た
ち
も

「
自
分
だ
け
は
大
丈
夫
」「
少
し
し
か

飲
ん
で
い
な
い
か
ら
大
丈
夫
」「
い
つ

も
通
い
慣
れ
た
道
だ
か
ら
大
丈
夫
」

な
ど
と
考
え
て
い
た
は
ず
で
す
。
そ

ん
な
油
断
・
過
信
が
事
故
を
招
く
の

で
す
。

　

罰
金
が
も
っ
た
い
な
い
か
ら
、
と

い
う
理
由
で
も
構
い
ま
せ
ん
が
、
不

幸
な
被
害
者
や
悲
惨
な
加
害
者
家
庭

を
作
ら
な
い
た
め
、
そ
し
て
何
よ
り

も
自
分
を
守
る
た
め
に
「
飲
む
な
ら

乗
る
な
、
乗
る
な
ら
飲
む
な
！
」

�
　
�
お
ら
は
死
ん
じ
ま
っ
た
だ
ぁ
〜


